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子会社（株式会社タケエイエナジー＆パーク）による太陽光発電事業参入 

ならびに最終処分場跡地利用関連子会社の再編に関するお知らせ 

 

当社子会社の株式会社タケエイエナジー＆パークが計画している太陽光発電事業について、

経済産業省より、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定

に基づく再生可能エネルギー発電設備として認定されましたので、以下のとおりお知らせいた

します。 

なお、発電事業につきましては、本日リリースした「バイオマス発電事業参入に関するお知

らせ」もご参照ください。 

また、当社最終処分場の跡地利用事業を行なう関連子会社について再編することといたしま

したので、あわせてお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 太陽光発電事業への参入について 

当社子会社の株式会社タケエイエナジー＆パークは、当社成田最終処分場（稼働中）に隣

接する最終処分場跡地を利用した太陽光発電事業を計画しております。 

このたび経済産業省より、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別

措置法（平成23年法律第108号）第６条第２項の規定に基づく再生可能エネルギー発電設備と

して認定されましたので、電力会社と固定価格買取制度（FIT）による直接契約を結び、来年

５月を目処に売電を開始する予定です。 

 

2. 発電事業の概要 

(1) 発電設備区分 太陽光発電設備 

(2) 設備所在地 千葉県成田市芝1431-22 

(3) 発電能力 1,334kW 

(4) 認定日 平成25年３月４日 

 

3. 最終処分場の跡地利用を目的とした事業を行なう関連子会社の再編について 

当社の最終処分場の跡地を利用した事業を行なう関連子会社は、千葉市内においてパーク

ゴルフ場を運営する株式会社タケエイパークゴルフマネジメントと、このたび太陽光発電事業

に参入することになった株式会社タケエイエナジー＆パーク（平成24年11月15日付で泰武興運
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株式会社より社名変更）の２社があります。 

両社は、最終処分場跡地の有効活用を事業目的としており、グループ事業の再編・集約の

ため、本年４月１日をもって合併することにいたしました。 

 

4. 存続会社である株式会社タケエイエナジー＆パークの概要 

(1) 名称 株式会社タケエイエナジー＆パーク 

(2) 本店所在地 東京都港区芝公園２-４-１ 

(3) 代表者 輿石 浩（当社 取締役専務執行役員） 

(4) 主な事業内容 最終処分場跡地を利用した太陽光発電事業及びパークゴルフ場

の運営など（合併後） 

(5) 資本金 16百万円 

(6) 総資産・売上高 

(平成24年3月期) 

総資産  287百万円 

売上高  201百万円 

(7) 株主 当社   100％ 

(8) その他 合併後の 名称、本店所在地、代表者、資本金、決算期、株主構

成については変更ありません。 

 

5. 消滅会社である株式会社タケエイパークゴルフマネジメントの概要 

(1) 名称 株式会社タケエイパークゴルフマネジメント 

(2) 本店所在地 東京都港区芝公園２-４-１ 

(3) 代表者 輿石 浩（当社 取締役専務執行役員） 

(4) 主な事業内容 最終処分場跡地を利用したパークゴルフ場の運営 

(5) 資本金 50百万円 

(6) 総資産・売上高 

(平成24年3月期) 

総資産  328百万円 

売上高   38百万円 

(7) 株主 当社   100％ 

 

6. 合併予定日 

平成25年４月１日 

 

7. 今後の見通し 

今期・来期における当社連結業績への影響については軽微となる見込みです。 

 

以上 


